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墨田区長等の給料等に関する条例 

昭和２２年８月４日 

条例第７号 

第１条 墨田区長及び副区長（以下「区長等」という。）の受ける給料、旅費及び手

当については、この条例の定めるところによる。 

第２条 区長等の給料の額は、別表１による。 

第３条 区長等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後

滞在費、家族移転費、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は別表２による。 

３ 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例（令和７年墨田区条例第２２号）の

適用を受ける職員の例による。 

第４条 区長等に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及

び退職手当を支給する。 

２ 退職手当の額、支給条件、支給方法その他支給に関しては、別に条例で定めると

ころによる。 

第５条 給料の支給方法及び通勤手当の額、支給条件、支給方法その他支給に関して

は、職員の給与に関する条例（昭和３３年墨田区条例第１９号）の適用を受ける職

員の例による。 

第６条 地域手当の月額は、給料月額に１００分の１２を乗じて得た額とする。 

２ 前項に定めるものを除き、地域手当の支給方法その他支給に関しては、職員の給

与に関する条例の適用を受ける職員の例による。 

第７条 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に１００分の１９４を乗じて得た額

に、支給割合を乗じて得た額とする。 

（１） 給料月額及び地域手当の月額の合計額 

（２） 前号の合計額に１００分の２０を乗じて得た額 

（３） 給料月額に１００分の２５を乗じて得た額 

２ 前項の支給割合は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に係る期末手当
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の例による。 

３ 前２項に定めるものを除き、期末手当の支給条件、支給方法その他支給に関して

は、職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。 

付 則（令和６年１１月２８日条例第４１号） 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第１条の規定（別表１の改正規定を除く。） 公布の日 

（２） 第１条中別表１の改正規定 令和６年１２月１日 

（３） 第２条の規定 令和７年４月１日 

別表１ 

職名 給料月額 

区長 １，１７５，０００円 

副区長 ９４９，０００円 

別表２ 

種 類 旅費の額 

 

 

 

宿 泊 費 

（１夜当たり

の額） 

 

 

内国旅行 

実費額又は国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大

蔵省令第４５号。以下「省令」という。）別表第２の１

本邦の表東京都の項内閣総理大臣等の欄に定める額（副

区長にあっては、同項指定職職員等の欄に定める額）の

いずれか低い額 

外国旅行 

実費額又は省令別表第２の２外国の表上欄に掲げる地名

の区分に応じ、同表内閣総理大臣等の欄に定める額（副

区長にあっては、指定職職員等の欄に定める額）のいず

れか低い額 

宿泊手当（１

夜当たりの定

額） 

内国旅行 省令別表第３の１本邦の表下欄に定める額 

外国旅行 
省令別表第３の２外国の表上欄に掲げる国の区分に応

じ、同表下欄に定める額 
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宿泊費及び宿泊手当以外

の旅費 

職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例により

定める額 

 備考 

１ 内国旅行とは、職員の旅費に関する条例第２条第１号に規定する内国旅行

をいい、外国旅行とは、同条第２号に規定する外国旅行をいう。 

２ 宿泊手当については、職員の旅費に関する条例第１４条第２項から第４項

までの規定を準用する。 

 


